
 

 

 亀山市火災予防条例の一部改正について 

 【簡易サウナ設備の位置及び構造の基準について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和８年３月 

亀山市議会定例会資料 

消防本部予防課 

テント型サウナ室（例） バレル型サウナ室（例） 

テント型サウナ室又はバレル形サウナ室に設ける放熱設備（例） 

簡易サウナ設備（放熱設備）からの離隔距離 

薪ストーブ 電気ストーブ 


